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令和７年度｢東京都環境影響評価審議会｣第一部会（第３回） 

日時：令和７年７月 25 日（金）午後 3時 30 分～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

１ 環境影響評価調査計画書に係る項目選定及び項目別審議並びに総括審議 

（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業 

 

 

 

【審議資料】 

資料１ 「（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業」 

資料１－１  環境影響評価調査計画書に係る環境影響評価の項目選定

及び項目別審議について 

資料１－２  「（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業」に係る環境影

響評価調査計画書について（案） 
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＜出席者＞ 

会長    片谷委員 

第一部会長 山下委員 

荒井委員 

飯泉委員 

尾崎委員 

玄委員 

高橋委員 

速水委員 

山口委員 

横田委員 

      （10 名） 

関政策調整担当部長 

藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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 環 境 影 響 評 価 調 査 計 画 書 に 係 る 環 境 影 響 評 価 の 項
目 選 定 及 び 項 目 別 審 議 に つ い て  
 

（年月日）令和７年７月25日 

 

（事業名称）（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業 

 

１ 選定した環境影響評価の項目 ９項目 （選定した理由 p.111～112） 

大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、水循環、日影、電波障害、景観、廃棄物、温

室効果ガス 

 

【騒音・振動】 

工事施行中の建設機械の稼働に伴う騒音・振動及び工事完了後の設備の稼働に伴

う騒音・低周波音の予測では、予測地点として最大値が出現する地点を含む範囲を

計画しているが、計画地は、西側は第一種低層住居専用地域に、北側は第一種住居

地域に接していることから、最大値出現地点のほか、周辺住居等に配慮した予測地

点を設けること。 

 

２ 選定しなかった環境影響評価の項目 ８項目（選定しなかった理由 p.113） 

   悪臭、水質汚濁、地盤、地形・地質、生物・生態系、風環境、史跡・文化財、自

然との触れ合い活動の場 

 

   意見なし 

 

３ 都民の意見書及び周知地域市長の意見 

 

   別紙のとおり  

資料１-１ 
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「（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業」環境影響評価調査計画書に対する 

都民の意見書及び周知地域市長の意見 

 

１ 意見書等の件数 

    都民からの意見書               ０ 件 

    周知地域市長からの意見            ２ 件 

      合  計                 ２ 件 

 

２ 都民からの意見書 

なし 

 

３ 周知地域市長からの意見 

【三鷹市】 

  三鷹市民から提出された意見については、環境保全の観点から誠意をもって充分な

対応を行うこと。 

本計画地の周辺では、週末を中心としてすでに交通渋滞が発生しており、生活環境

に及ぼす影響が大である。今後はさらに計画に伴う大気汚染や騒音・振動による、周

辺への環境影響の可能性が予測されている。関係車両の走行や駐車場利用にあたって

は、アイドリングストップ等についての周知徹底のみならず、周辺道路の交通状況等

を踏まえて渋滞発生を抑制するため、敷地から道路への車両の出入りについて充分配

慮をすること。 

 

 

【調布市】 

１ 今後，調布市民から意見や要望などが提出された場合には，内容を精査のうえ，

十分かつ丁寧な対応を図ること。 

 

別 紙 
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２ 当該事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域を計画地から周囲４００

ｍとし，調布市深大寺北町四丁目の一部，深大寺東町七丁目の一部，深大寺東町八

丁目の一部が入るとともに，この地域に限らず，調布市民に影響を及ぼすことがあ

ると考えられるから，適時，調布市へ情報を提供すること。 

 

３ 一般項目及び環境項目については，調査・予測・評価の実施において様々な視点

に配慮すること。 

 

４ 選定しなかった項目（計画書7.3）については，今後，事業の進捗により新たに

選定の必要が生じた場合には，適切に対応すること。 

 

５ 調査データについて，求めがあれば，公開，公表等ができるよう，努めること。 

 

６ 本計画地の周辺では，週末を中心としてすでに交通渋滞が発生しており，今後は

更に本計画に伴う大気汚染や騒音，振動による周辺への環境影響の可能性が予測さ

れていることから，関係車両の走行や駐車場利用に当たっては，周辺道路の交通状

況等を踏まえて渋滞発生を抑制するため，敷地から道路への車両の出入りについて

十分な配慮をすること。 

 

７ 温室効果ガスの項目については、調布市が「ゼロカーボンシティ宣言」を行い，

調布市内全域を「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」に設定していることを

踏まえ，建築物における省エネルギー化の徹底や再生可能エネルギーの導入等にお

いて法令基準以上の積極的な取組を行うこと。 
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「（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業」に係る環境影響評価調査計画書について

（案） 

 

第１ 審議経過 

    本審議会では、令和７年６月３日に「（仮称）ニトリモール東八三鷹建設事業」

に係る環境影響評価調査計画書（以下「調査計画書」という。）について諮問され

て以降、部会における審議を行い、周知地域市長の意見を勘案して、その内容につ

いて検討した。 

    その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第47条第１

項の規定に基づき、調査計画書に係る周知地域市長の意見を勘案するとともに、次

に指摘する事項について留意すること。 

 

【騒音・振動】 

工事施行中の建設機械の稼働に伴う騒音・振動及び工事完了後の設備の稼働に伴

う騒音・低周波音の予測では、予測地点として最大値が出現する地点を含む範囲を

計画しているが、計画地は、西側は第一種低層住居専用地域に、北側は第一種住居

地域に接していることから、最大値出現地点のほか、周辺住居等に配慮した予測地

点を設けること。 

 

第３ その他 

調査等の手法について、事業計画の具体化に伴い変更等が生じた場合には、環境

影響評価書案において対応すること。 

  

資料１-２ 
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付 表 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審 議 事 項 

審議会 令和７年６月３日 調査計画書について諮問 

部 会 令和７年７月25日 

環境影響評価の項目選定及び項目別審議 

【選定した環境影響評価の項目】  

大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、水循

環、日影、電波障害、景観、廃棄物、温室

効果ガス 

【選定しなかった環境影響評価の項目】 

 悪臭、水質汚濁、地盤、地形・地質、生

物・生態系、風環境、史跡・文化財、自然

との触れ合い活動の場 

 

総括審議 

審議会 令和７年７月 答申(予定) 

 

 


